
してつのばい

は質収をなさんとするときは，これを拒むこと をえず1 と Lづ

旨の条文を命令諮に設けこれを特許した。

2 現行私鉄買収制度

現行私鉄買収制度を地方鉄道と軌道の 2 に分けて説明する。

(1) 地方鉄道の買収

既述のように明治 39 年の鉄道固有法は，私鉄の性格を l 地方

の交通機関に給少した。さらに大正 11 年の鉄道敷設法はその

第 3 条(現行第 2 条)において，国有鉄道の敷設予定線路に該当

する線路に対しても . 1 地方の交通を目的とする地方鉄道の免

許をすることができる旨の規定が設けられ， 国有鉄道の予定線

に該当する地方鉄道の免許による敷設も行われるようになった。

地方鉄道の政府による買収はこのような性絡をもつものばかり

でなく，公益上の必要からすべての地方鉄道に対して行うこと

ができるのである。

ア強制買収

政府が公益上の必要によって，地方鉄道(工事中の線路を含

む)の全部または一部およびその付鼠物件を J'1.収しようとする

ときは，地方鉄道染者はこれを拒むことのできない受忍の義務

を負う (J也方鉄道法第 30 条)。公用徴収のー顕である。買収{前

倒の計算方法，買収代佃Iの弁済方法等については，いずれも法

律に明文をもって規定され，貿収代価として交付される国債証

券の発行のためには単行の法律が公布される。

(7) 只収価矧の計算 地方鉄道法第 31 条に規定されている。

A 原則的計算方法

この吾1'J):i去は企業の評価法からいうと，収主主力還元法(また

は稼ぎ商法)といわれるものであ って，被'J1.収地方鉄道の妥当

な建設費に対する 1 年間の妥当な益金率を，只収の日における

~設費に梁じて妥当な企業主主金を鉱山し， これを 20 倍すなわら

5 分還元した金銅が買収ii回縦である。 これを公式で表示すれば

つぎのとおりである。

(建設費×義金率) X20=買収 1m陥:ll
5 1 

201告が 5 分還元であるとしづ意味は . 5 分=一一=ーである
100 20 

から，企業経金を 5 分で還元して資本化 (capi talize) するとい

うことは，同益金を 20 f告することになる。

以上の原則的計算を適用する場合の~件はつぎの 2 点である。

ω 当該被貿収の地方鉄道の線路が，最近の岱業年度末まで

に満 3 箇年を経過していること。

(B) 3 年間の建設費に対する益金の平均制合が年 5 分以上で

あること。

以上 2 つの要件中買収青|幻[)l/]間を 3 年間としたことは，企業

としての妥当な収益力を， 買収の時点に近接する過去 3 年間の

当該被只収鉄道の業高uに求めたので‘ある。また益金工事の平均割

合が 5 分未満であれば，その益金率を民収の日における建設費

に梁じてこれを 20 倍しても，買収師li古賀は当該建設費以下となる。

この場合は後述B . 例外的計算ー方法の中で説明する。

さて原則的買収計算法の計算の基礎となる構成要素をつぎの

とおり分析して述べる。

a 建設費

建設ifl.の内容については， 地方鉄道法施行規則第 53 条に， 鉄

道およびその付属物件を建設 ・ 取得または改良するために要し

た突政決mii'lを基準と する旨が定められている。

b 益金

最近の滋築年度末からさかのぼり 3 箇年( 6 箇月決J):なら 6

期分)間の営業収入合計額から，これに対応する営業費および

重役賞与金の合計領を控除した残額が益金である。

なお営業収入，営業費の内訳を示すとつぎのとおりである。

滋業収入=客車収入 ・ 貨車収入その他運輸営業上の諸収入の

決算額

営業技=鉄道運輸営業費， 軌道およ びその付属物件の保存復

旧の政用，改良工事の際の撤去物件の除剥1 ifl.. 諸税その他の諸

政mの決算級

以上のとおり営業収入中には一般の雑収入を含まない。また

雑収入中で営染ifl.と |共l iiliあるものは， 営業技中に戻入されるこ

ととされる。なお以上の会計用語は， 昭和 26 ・ 1 巡輸省令第 2 号

による地方鉄道業会計士見HlJの別表，営業報告書検式中の勘定科

目によって銀本的な改正が行われたのでP 今 日 の地方鉄道の会

計勘定科目の突併にそわないものがあるが， 一応現在の規定そ

のもので記した。

c 益金率

既往 3 箇年間の蛍業収入の合青| 金額から， 同営業Tl'l.等の合計

傾を健除した残古:i'l.すなわち益金を当該期間の毎決算期末の建

設費の合計古賀で除してえられる比率をいう。この比率は決t}:Jl/l

が年 2 j切の場合はこれを 2 倍するのである。これは 6 期間分の

建設伐を合計 して益金を除したときは，半年分の主主金率しかえ

られないので，これを 2 (告するのである。益金率J):出のための

少数点以下のけた数は， 建設費の合計傾の 10 円以上のけた数と

一致させる。すなわち 100 万円台の建設授に対して益金率を算

出するためには，小数以下 7 位まで除して 6 位に止めるのであ

る。

d 還元率

進元率が 5 分であることの意味は， 欽正前の地方鉄道法第 35

条において，民収代lißi として券閉鎖による 5 分利付国債証券を

交付したからである。すなわち益金を 5 分で選元すれば (201告

すれば)交付さるべき 5 分利付 国債誕券の額に資本化され， こ

の医lfU証券の交付を受けてこれを保有すれば， 毎年被買収前と

同ーの利il~1を被買収鉄道は持続て、きるという理由にあったので

ある。この巡元率は速く鉄道固有法による同様の只収法規を受

継いだものである。しかるに昭和 14 年上記第 35 条を改正し，

従来の券蘭叙による 5 分利付国債証券の交付方法を改めて， 時

1由lを参しゃくして定められた国位証券を交付することとな った

(突際には昭和 9 年法律第 2 号によって .1時慨をもって換算した

5 分未満の国債証券を交付することに改められていた)。この

ようにして地方鉄道法制定当初の 5 分利付券面額による国依証

券の交付は， 単純に利率を特定しないl削l町換算の国民証券の交

付 ということに改められているので， 還元率 5 分そのものに昔

日のような合理性は少ないようである。企業評価の l 方法であ

る収主主逃元法に使用される，いわゆる企業の公正収益を基礎と

する場合の議金率とは多少性質が異なる。

B 例外的計算方法

ω 最近の営業年度末までに巡輪開始後 3 年を経過した線路

を含まない線路

この場合の只収価頒の計算方法は， 買収の日における当該開

業総の建設政以内において， 政府と 当該被買収鉄道と協定した

額で決定される(地方鉄道法第 31 条第 1 項第 1 号)。

(同工事中の線路および買収の日までに未だ使用開始に至ら

ない改良施設

この場合の民収lilli綴の計算方法は， 民収の日における改良施

設にかかる建設資(いまの建設仮勘定)以内において， 政府と当

該主主民収鉄道と協定した頒で決定される(前燭法第 31 条第 1 項

第 2 号)。

以上 ω(B) の過去における適用の突例として鶴見臨港鉄道株

式会社の地設貨物線がある(昭和 18 年買収入
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